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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
誤字 正：使用  誤：仕様
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
判例は「住民は、監査請求をする際、監査の対象である財務会計上の行為又は怠る事実を特定して、必要な措置を講ずべきことを請求すれば足り、措置の内容及び相手方を具体的に明示することは必須ではな」い（最判・平成 10 年 7 月 3 日）と判示しているため、指摘は当たらない。
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
監査期間の日付が監査結果通知日（１７日）よりも未来になっている。
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
①青少年センターについては「協定書」と称する書類があるのみで、行政財産の使用許可を取っていたという証拠はない。
②広義の使用料（狭義の使用料、必要経費）のうち、必要経費のみが支払われているだけで、狭義の使用料は支払われていない。
よって監査対象外とするのは誤り。
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
Ａ氏が「職員」であるから監査請求しているのではなく、不当利得があるからＡ氏にその不当利得の返還請求しているのであって財産管理行為か否かは無関係。よって理由がないとするのは誤り。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
判例の引用が不十分。
判決、決定または命令なのかが特定がされていない。
例：平成２年４月１２日最高裁判決

Owner
テキストボックス
今関勝巳監査委員（町議会議員）
監査委員の意見を匿名にするとその責任の所在が不明になることから匿名として公開するのは誤り。

Owner
ハイライト表示
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
施設管理者の見地から許可するものの行為としての裁量を逸脱しているとした主張への反論が何らされておらず、また、本来財産管理者として徴収すべき使用料を徴収しないとし続けたことは財産管理行為に当たると解すべきであるのが適当。
結論が先行した無理やりな理由付けであり何ら合理的な説明になっていない。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
庁舎管理における裁量権を逸脱していることを指摘しているにもかかわらず、その点について何ら反論がない。
越権行為を「重大な公共性を有していること」を理由に、「総合的に勘案する」裁量権限など町長に付与されておらず、またそれを証明する証拠もない。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
経緯についての決裁文書も何もないにもかかわらず証拠なき事実認定をしている。減免申請の有無や減免許可された事実も何ら確認できていない。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
町長の責任は故意または無過失に限定されておらず、軽過失もその賠償の対象となるため、違法性はないといえない。
法令を理解していないにもかかわらず結論ありきで違法性を認めなかったことがことが明らかに。
町長の責任が、故意または重過失に限定する免責条例の定めが必要であるところ、白子町にはその定めがないため、責任は故意や重過失に限定されているものではない。
（普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責）
第２４３条の２ 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員（次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。）の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
地引久貴監査委員（有識者）
監査委員の意見を匿名にするとその責任の所在が不明になることから匿名として公開するのは誤り。
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Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
今関監査委員との見解相違部分。通常このように理解するのが妥当。

Owner
ハイライト表示

Owner
テキストボックス
事実誤認。（前掲）
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Owner
テキストボックス
引用条文誤り。正しくは第２４２条第１１項。
語尾も「されている。」が適当。

Owner
ハイライト表示

Owner
ハイライト表示




